
災害支援の文化を創造する 

 

・47 都道府県、どこで災害が起きても

支援のコーディネーションが実施される 

・ＪＶＯＡＤの情報集約機能が確

立される 

・被災者支援での課題領域がカバー

される 

・大規模災害でも対応可能な支援

の質と量を確保 

・全国域の災害支援組織と関係が構

築 

・４７都道府県域ネットワークとのパ

ートナーシップ構築 

 

「都道府県域ネットワーク サポート事業についての概要」 

Ⅰ.【背景】ネットワーク構築に向けた 3 か年計画について                                             

JVOAD は 2018 年度より向こう 3 か年の事業計画において、「3 つの柱」として 1.ネットワークの構築、2.支援団体・組

織の能力強化、3.コーディネーションの仕組み作りを掲げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援現場での経験から、47 都道府県など（政令市も含む）において、災害時に支援・受援のコーディネート機能を

担えるネットワークが、平時より構築されている事が災害対応、支援調整のカギとなります。JVOAD がそうした都道府県域ネ

ットワークの構築をサポートし、パートナーシップを結ぶことによって、いつどのような災害に対しても対処できる状況を作り出し、

被災者支援をより効果的に行うことが可能であると考えます。 

 

Ⅱ.JVOAD がパートナーシップを結ぶ、都道府県域ネットワークについて                                                           

 都道府県域ネットワークの構成 

原則として、都道府県域をカバーする以下の 3 組織が含まれるネットワーク（3 者連携）をベースとします。もしくはこれ

ら 3 組織の連携が取れているネットワークであることが求められます。 

◎行政 

◎災害ボランティアセンター設置主体（主に県社協） 

◎NPO 支援センター等（NPO の中間支援組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
概念図 

１.ネットワークの構築 ２.支援団体・組織 能力強化 ３.コーディネーションの仕組みづくり 

 

単体では解決しない課題（   の部分）を共有して解決につなげる  

都道府県域ネットワーク 

構成 
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 都道府県域ネットワークの役割・機能 

都道府県域において、以下の条件がそろった組織、もしくは以下の条件を目指す組織の事を「都道府県域ネットワーク」

と捉えます。 

1. 都道府県域において、行政、社協、NPO 等の関係者が、定期的に集まる場が出来ている。 

2. 災害時の支援/受援に関する機能、役割分担の想定が出来、訓練や研修が行われている。 

3. 災害時に地域で支援のモレ・ムラが起きないような全体的なコーディネーションが出来る。 

   

   平時から話し合いの場が持てるネットワーク組織であること、且つ災害時に協働で支援が進められることが必要です。 

上記を満たす事により、災害対応が円滑に行われるための事前の備えができる状況であると考えます。 

 

Ⅲ.都道府県域ネットワークとのパートナーシップについて                                                          

 JVOAD は、Ⅱのような都道府県域ネットワークを設置する糸口となること、また既存のネットワークの成熟されることを目

指し、課題となっている費用の面やノウハウの面でサポートを行い、各ネットワークを支える体制を整えます。 

JVOAD は、パートナーシップを結んだ、もしくは結ぶことを前提に連携する都道府県ネットワークに対して、以下のリソース

を提供します。 

1. 目的に応じたアドバイザー、または専門家の派遣 

2. 訓練、研修のサポート（講師派遣、企画のサポート等） 

 都道府県域ネットワークは、下記の条件の元、JVOAD と共に活動を進めます。 

1. JVOAD とパートナーシップを締結し、災害時に円滑に連携して活動が行えるように、平時から関係を構築するよう

努める。 

※JVOAD が主催する「災害時の連携を考える全国フォーラム」への参加や全国社会福祉協議会が主催する「都

道府県域における同時多発・広域災害への支援のあり方検討委員会」への協力。また、都道府県域ネットワークが

主催する訓練、研修等に対する企画、実施の協力などを通して、平時からの関係性の構築を図る。 

2. 都道府県域ネットワークの存在する県域で災害が発生した際には、当該の都道府県域ネットワークが主体となり県

域の支援のコーディネートを行い、必要に応じて JVOAD がそのサポートを行う。また、近隣地域で災害が起こった際

にも、必要に応じて JVOAD とともに支援のコーディネートなどを行う。 

3. 都道府県域ネットワークとしての事務局がある。  ※新しくネットワークを立ち上げる場合は、ネットワークを作るにあたり

事務局を担う団体があり、資金等を管理する環境が整っている事 

4. 災害時、支援現場でのコーディネーターとして人員派遣要請がかかる場合、可能な範囲において協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒常的なネットワーク構築に向けたサポート 

パートナーシップ 

平時、災害時の連携体制・人的リソースの提供 

都道府県域ネットワーク 

概念図 
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Ⅳ.都道府県域ネットワーク構築のための助成資金の提供について                                   

 Ⅱ.Ⅲ.の要件に合致し、資金助成の必要がある場合は、以下のスキームに申請することができます。 

JVOAD からのリソース提供の一環として、「都道府県域ネットワーク サポート事業」を 2018 年度 11 月より開始いた

します。 

 

1. 助成期間 

 2018 年度から 2019 年度の 2 年間。 

 

2. 助成額 

 年間助成可能額 500 万円。 

 1 都道府県域ネットワークあたりの申請上限額 年間 100 万円。（目安として 1 年間で 5 つのネットワーク） 

 

3. 助成対象となるネットワーク 

① 既存の都道府県域ネットワーク 

② これから立ち上げようとしている都道府県域ネットワーク 

※②については、協働で進める事を構成される関係組織より了承を得ている事が前提です。 

※都道府県域ネットワークには政令指定都市も含みます 

 

4. 助成事業の流れ 

 

1 年目 

    2018 年度 

 

 

              2 年目 

              2019 年度 

 

 

5. 助成金支払い方法 

 原則前払い。（事業実施後、未使用分がある場合は返金） 

6. 監査 

 事業終了時（あるいは事業期中）において、支出した費用の確認を行います。 

7. 助成対象となる費目 

1.訓練・研修・会議費用 ・会場代、旅費交通費、謝金等 

2.事務局運営に係る費用 ・人件費 

・旅費交通費（地域ネットワーク等の視察や招聘含む） 

・通信費（電話代、ネット回線代） 

・資機材購入費（パソコン、プリンター、机等） 

・事務用品費等 

   ※その他、JVOAD 事務局との相談で想定される費用を確認してまいります。また飲食代は助成対象外となります。 

 

9 月 

相談 

審査 

10 月 

告知 

 

11 月 

相談 

審査 

４月 

相談 

審査 

～ 

相談 

審査 

12 月 

相談 

審査 

1 月 

相談 

審査 

2 月 

相談 

審査 

3 月 

相談 

審査 
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・事業終了（残額返金）      JVOAD とのパートナーシップ締結。 

・事業終了（残額返金）      JVOAD とのパートナーシップは継続 

8. 助成事業の申請から決定までのプロセス 

 

 

 

※JVOAD 運営委員が所属している都道府県域ネットワークから申請があった場合は、当該の運営委員は、その審査から外れます。 

                     ＜JVOAD 事務局＞ 

・JVOAD ホームページ等で助成の枠組みを公開し、相談を受付。 

（2018 年 11 月以降随時） 

                       ・事業計画や予算建てなどの相談開始。 

・申請書、3 者連携の確認がとれる書類を JVOAD 事務局へ提出  ※別途資料参照 

 

＜JVOAD 運営委員会＞ 

                        ・審査 

                        

＜JVOAD 事務局＞ 

・助成決定（不可）の通知 

                        ＜JVOAD 事務局＞   

・助成支援実施契約書（もしくは覚書）の締結。 

・助成金支払（前払） 

・事業実施。JVOAD との協働開始 

 

                       ＜JVOAD 事務局＞ 

・JVOAD ホームページ等で助成の枠組みを公開し、相談を受付。 

（2018 年 11 月以降随時） 

・JVOAD とパートナーシップ締結。 

                       ・事業計画や予算建てなどの相談開始。 

・申請書、3 者連携の確認がとれる書類を JVOAD 事務局へ提出  ※別途資料参照 

 

＜JVOAD 運営委員会＞ 

                        ・審査 

 

＜JVOAD 事務局＞ 

・助成決定（不可）の通知 

                        ＜JVOAD 事務局＞   

・助成支援実施契約書（もしくは覚書）の締結。 

・助成金支払（前払） 

・事業実施。JVOAD との協働開始 

                                    

 

① 新規立ち上げの都道府県域ネットワーク 

② 既存の都道府県域ネットワーク 

 

アドバイス 

訓練等実施の

サポートなど 

資金以外のリ

ソースの提供 

 

相談 

申請 

審査 

決定 

助成開始 

申請された都道府県域ネットワークに対しての、サポート

体制の検討  〔資金助成、アドバイス、訓練サポート等〕 

事業期間終了 

アドバイス 

訓練等実施の

サポートなど 

資金以外のリ

ソースの提供 

 

相談 

申請 

審査 

決定 

助成開始 

申請された都道府県域ネットワークに対しての、サポート

体制の検討〔資金助成、アドバイス、訓練サポート等〕 

事業期間終了 

アドバイス 

訓練等実施の

サポートなど 

資金以外のリ

ソースの提供 

 

アドバイス 

訓練等実施の

サポートなど 

資金以外のリ

ソースの提供 


